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令和２年７月豪雨の被災者に係る船員保険の一部負担金の免除措置について 

 

令和２年７月豪雨による被害を受けた方について、2021 年 7 月 1 日以降も「医療機関での窓口負担（一部負担

金等）の免除」措置を延長します。 

 なお、船員保険における免除対象者は、2021年 6月末時点で 3名です。 

 

対象区分 期間 

令和２年７月豪雨における災害救助法適用市町村に居住していた方であって、住宅の全

半壊などの被害を受けた方 
2021年 12月 31日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３-２ 
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 ■ 令和 2年 7月豪雨における災害救助法適用市町村（※令和 2年 7月 29日時点） 

（出典：内閣府防災情報のページ公表資料） 


